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​第１　札幌市自閉症者自立支援センター及び札幌市自閉症・発達障害支援センターの位置付け​
​について​

​札幌市では、「さっぽろ障がい者プラン2024（以下「障がい者プラン」という。）」に​
​おいて、障がいのある方の自立支援の促進や共生社会の実現に向け、「入所施設の入所者​
​の地域生活への移行」を成果目標の一つに掲げている。​

​札幌市自閉症者自立支援センター及び札幌市自閉症・発達障害支援センター（以下「自​
​閉症者自立支援センター等」という）は、自閉症児（者）が地域で自立した生活を送るた​
​め、入所、通所により自閉症児（者）の自立性を高める支援を行い、自閉症等による発達​
​障がいのある方及びその家族等に対し、専門的な相談等の支援を行うことを目的として設​
​置された。このため、自閉症者自立支援センター等の管理運営を通じては、以下の成果を​
​あげることを目指している。​

​　１　自閉症児（者）の地域への移行に向け、自立性を高める支援を行う。​
​　２　自閉症等による発達障がいのある方及びその家族からの相談に応じ、支援を行う。​
​　３　関係施設、関係機関等に向けた普及啓発や研修を行い、発達障がいに関する知識の向上​

​を目指す。​

​第２　施設の管理業務に関する基本的方針​

​　　　自閉症者自立支援センター等の管理運営にあたっては、次の基本方針に沿って行うこ​
​と。​

​　１　札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増進に努め、市民の公平​
​な利用に供するよう管理運営を行うこと。​

​　２　札幌市障害者福祉施設条例（平成18年条例第40号。以下「施設条例」という）及び札幌​
​市自閉症・発達障害支援センター条例（平成16年条例第39号。以下「センター条例」とい​
​う）を遵守し、第１に挙げた施設の設置目的等に資するよう適切な管理運営を行うこと。​

​　３　障がい者プランに定める目標の達成その他札幌市の障がい福祉施策との整合性を図りな​
​がら施設の管理運営を行うこと。​

​　４　サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよう管​
​理運営を行うこと。​

​　５　利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させること。​
​　６　最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努めること。​

​第３　管理物件及び管理の基準​

​　１　管理物件​
​　（１）施設の名称​
​　　　ア　札幌市自閉症者自立支援センター​
​　　　イ　札幌市自閉症・発達障害支援センター​
​　（２）施設の所在地​
​　　　　札幌市東区東雁来12条４丁目１番５号​
​　（３）建物の構造等​
​　　　　構造・規模：鉄筋コンクリート造　地上２階建​
​　　　　敷地面積：13,000.03㎡​
​　　　　延床面積：3,091.75㎡​
​　　　　主要施設：入所施設、デイサービスセンター、体育館、地域交流スペース、相談支援​

​用スペース等​
​　　　　施設平面図等：別添のとおり​
​　　　　備品：別表のとおり​
​　２　管理の基準​
​　（１）開館時間及び休館日​
​　　　　入所施設を除く施設の開館時間及び休館日は次のとおり。​

​開館時間​ ​午前８時45分から午後５時15分まで​
​休館日​ ​土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に​

​規定する休日、１月２日、同月３日及び12月29日から同月31日まで​
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​　　※特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることが​
​できる。この場合、札幌市に事前に連絡すること。​

​　（２）自閉症者自立支援センター等の利用の承認について​
​　　　　施設の利用の承認は、施設条例、センター条例、札幌市障害者福祉施設管理規則（平​

​成18年規則第93号）及び障害者支援施設等利用待機者への対応について（平成18年11月​
​22日付北海道保健福祉部長通知）に定めるところにより行うこと。​

​　（３）利用の制限に関する事項​
​　　　ア　施設条例第９条各号及びセンター条例第４条各号に定める場合には、利用を拒むこ​

​とができる。​
​　　　イ　施設条例第10条各号及びセンター条例第４条各号に定める場合には、利用承認の条​

​件を変更し、又は利用の停止を命じ、若しくは利用の承認を取り消すことができる。​
​　　　ウ　施設条例第11条各号及びセンター条例第４条各号に定める場合には、自閉症者自立​

​支援センター等に入館しようとする者の入館を禁じ、又は入館している者に自閉症者​
​自立支援センター等の利用の停止若しくは自閉症者自立支援センター等からの退館を​
​命じること。​

​　（４）個人情報の保護に関する法律の適用について​
​　　　　指定管理者には、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第４章の規定​

​のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては同法第66条​
​第２項の規定により準用する同条第１項の規定により札幌市と同様の安全管理措置義務​
​を負う。具体的には、管理業務を開始する前に、札幌市が定める個人情報取扱安全管理​
​基準に適合している旨の申出書を提出すること。​

​　　　　また、同法第33条第１項の規定による開示の請求、第34条第１項の規定による訂正の​
​請求及び第35条第１項の規定による利用停止等の請求があったときは、同法の定めると​
​ころにより適正に対応すること。​

​　（５）札幌市情報公開条例の適用について​
​　　　　指定管理者には、札幌市情報公開条例（平成11年条例第41号）第22条の２の規定によ​

​り、情報公開の努力義務が課せられるほか、札幌市から管理業務等に関する文書等の提​
​出の要求があった場合には、これに応じること。​

​　　　　なお、情報公開に係る事務処理については、札幌市指定管理者情報公開要綱（平成15​
​年12月15日助役決裁）及び札幌市出資団体等情報公開要綱（平成12年３月30日市長決​
​裁）に定めるところにより行うこと。​

​　（６）札幌市行政手続条例の適用について​​　​
​　　　ア　指定管理者は札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）第２条第４号の「行政​

​庁」に該当するため、利用承認等の行政処分は、同条例の定めに従って行うこと。​
​　　　イ　利用承認等の審査基準及び標準処理期間を定める場合は、札幌市の基準等に準じた​

​内容とし、札幌市に届け出ること。　　​
​　　　ウ　利用承認の取消し等の不利益処分を行う場合において意見陳述のための手続を行う​

​ときは、札幌市に対して事前に通知し、手続終了後に経過及び結果について報告する​
​こと。​

​　　　エ　聴聞の手続に関する必要な事項について、札幌市聴聞等に関する規則（平成６年規​
​則第51号）に準じて実施できる体制を整備すること。​

​　（７）札幌市オンブズマン条例の適用について​
​　　　　指定管理者は札幌市オンブズマン条例（平成12年条例第53号）第20条の規定により、​

​オンブズマンが、苦情等の調査のため必要があると認めたときに実施する質問、事情聴​
​取、又は実地の調査について協力するよう努めること。​

​　（８）札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の適用について​
​　　　　指定管理者は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号。以下​

​「暴排条例」という。）第６条の「事業者」、第７条第２項の「公共事業等に係る契約​
​の相手方に当たることから、条例の基本理念にのっとり、暴力団を利することとならな​
​いよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に​
​関する施策に協力すること。具体的な取組については、以下のとおり。​

​　　　ア　施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第​
​７７号）第２条第２号に規定する暴力団。以下同じ。）の活動に利用されないように​
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​するために必要な措置を講ずるものとする。なお、施設利用者等が暴力団員による不​
​当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下｢暴力団員｣と​
​いう。）や暴力団関係事業者（暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者。​
​以下同じ。）などであるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団の排除にかかる照会​
​事務マニュアル」に従って必要な対応を行うこととし、その際は、原則、札幌市に相​
​談し、その指示に従うこと。​

​　　　イ　協定に関連する契約（第三者への委託、物品調達等）について暴力団員や暴力団関​
​係事業者を相手方としないこととする。また、既に締結している契約の相手方が暴力​
​団員又は暴力団関係事業者であると判明した場合、直ちに札幌市に報告し、その指示​
​に従うこと。既に締結した契約の相手方又はこれから契約を締結しようとする相手方​
​が暴力団員又は暴力団関係事業者であるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団の排​
​除にかかる照会事務マニュアル」に従って対応することとし、その場合は、原則、札​
​幌市に相談し、その指示に従うこと。​

​　（９）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について​
​　　　　指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65​

​号。以下「障害者差別解消法」という。）に基づき、障がい者への合理的配慮を行わな​
​ければならないが、指定管理者は公の施設の管理を通じて市民サービスに直結した業務​
​を担っていることを踏まえ、札幌市に準じた対応を行うこと。具体的な取組について​
​は、「障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応方針」（対応方針）及び「共生社会の​
​実現に向けた札幌市職員の接遇要領」（接遇要領）を参照すること。​

​（10） その他​
​　　　ア　管理業務等を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等を行う場合は、札幌市​

​内の企業等の積極的な活用に努めること。​
​　　　イ　管理業務等を行うに当たり、職員の雇用、第三者への委託、物品の調達等を行う場​

​合は、障がい者の積極的な雇用など福祉施策への取組に努めること。​
​　　　ウ　第三者への委託、物品の調達に係る支払は「政府契約の支払遅延防止等に関する法​

​律（昭和24年法律第256号）」第６条に準拠するよう努めること。​

​第４　業務の内容と要求水準​

​　　　自閉症者自立支援センター等の業務内容と業務毎の要求水準は、以下のとおりとする。​
​　　　なお、以下に記載する項目のうち、業務の計画を作成することとしているものについて​

​は、札幌市との協議の上、その内容を決定する。​
​　１　総括管理業務​
​　　　サービス水準の向上及び経費の節減に向けた適切な管理運営を確保するため、各業務の​

​全体を統括する。​
​　　　官理運営業務の基本方針、事業目標、平等利用を確保するための方針及び取組項目、管​

​理運営のための組織、職員配置計画、職員採用計画、職員の勤務形態、勤務条件、人材育​
​成・研修計画、労働関係法令に関する規定及び届出の内容、雇用環境の維持向上に向けた​
​取組、情報共有、業務の見直し、改善に関する取組の具体的内容、第三者に対する委託の​
​適正を確保するための方策、運営協議会に関する事項、資金管理に関する基本的な考え方​
​と現金等取扱規定、現金等の取扱に関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕組み、苦情対応の仕​
​組み、セルフモニタリングの方法及び仕組み、等の具体的内容は以下のとおりとする。​

​　（１）管理運営業務の基本方針​
​　　　　自閉症者自立支援センター等の管理運営に関して、指定管理者としての基本方針を策​

​定する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　自閉症者自立支援センター等の管理運営に関して、第１で挙げた施設の設置目的及​

​び基本的方向性、機能を実現するとともに、市民サービスの向上、経費の縮減を図る​
​上での基本方針を明確化すること。​

​　　　イ　基本方針の策定にあたっては、施設運営の透明性を確保するよう特に留意するこ​
​と。​

​　　　ウ　策定する基本方針等を踏まえた自閉症者自立支援センター等の事業目標を明確化す​
​ること。​
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​　（２）平等利用の確保​
​　　　　自閉症者自立支援センター等における平等利用を確保するための方針及び取組項目を​

​明確化し、各取組を実施する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　上記方針及び取組項目として明確化する内容には次の内容を含むこと。​
​　　　　　・平等利用を確保する上での指定管理者としての基本的な方針​
​　　　　　・上記方針を具体化する上での統括責任者の役割、職員の心構え​
​　　　　　・自閉症者自立支援センター等において不当な差別的取扱いに該当するおそれのあ​

​る行為等​
​　                ・これらの行為等を発生させないように組織として対応する取組項目​
​　                ・その他、平等利用確保に際しての留意事項等​
​　　　　　※平等利用の基本的な考え方については、地方自治法第244条第３項、事務処理要綱​

​第５－３－（１）、及び第１に記載した自閉症者自立支援センター等の設置目的、​
​位置付けを参照すること。​

​　（３）地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進​
​　　　　管理業務を行うにあたっては、札幌市環境マネジメントシステムを通じて、地球温暖​

​化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１０７号）に基づく地球温暖化対策及び​
​環境配慮の推進に努めること。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54​

​年法律第49号）を遵守し、自閉症者自立支援センター等におけるエネルギー使用の合​
​理化及び非化石エネルギーへの転換を進めること。​

​　　　イ　電気、水道、石油、ガス等の使用に当たっては、使用量と光熱水費を把握するとと​
​ともに極力節約に努めること。​

​　　　ウ　ごみ減量及びリサイクルに努めること。​
​　　　エ　清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。​
​　　　オ　自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ​

​ングストップの実施など環境に配慮した運転に心掛けること。​
​　　　カ　管理業務等に係る物品および役務の調達に当たっては、札幌市グリーン購入ガイド​

​ラインに従うこと。​
​　　　キ　業務に係る従業員に対し、環境マネジメントに関する研修を行うこと。​
​　　　ク　業務に係る環境法令を確実に遵守できる体制を確立すること。​
​　　　ケ　省エネルギーに係る業務計画として、管理業務の開始後速やかに次の資料を作成​

​し、札幌市に提出するほか、毎年度、別紙１に示す報告書類を提出すること。​
​　　　　・「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21​

​年３月31日経済産業省告示第66号）」に規定する各管理標準​
​　　　コ　施設の電力については、特別な事情がない限り、札幌市電力の調達に係る環境配慮​

​要綱で定める「環境配慮評価基準」を満たす小売電気事業者より、調達すること。ま​
​た、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めること。​

​　（４）管理運営組織の確立​
​　　　ア　責任者の配置、組織の整備​
​　　　　　自閉症者自立支援センター等の管理運営業務に関して統括的に責任を負う者（以下​

​「統括責任者」という。）を１名配置するとともに、その職務代理者を定める。​
​　　　　　また、自閉症者自立支援センター等の管理運営業務を適切に行い得る組織を整備・​

​維持し、その内容を一覧できる組織図を作成する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）統括責任者は、自ら定めた管理運営の基本方針の具体化を始めとして、札幌市と​

​指定管理者との協議、必要な報告、その他本仕様書に示す業務の全体（以下「本業​
​務」という）を統括するとともに、本業務に関する札幌市その他との対外的な協議​
​等について、責任を持って一元的に対応すること。​

​　　　（イ）職務代理者は、統括責任者がその職務を担えなくなった際に、統括責任者を代理​
​すること。​

​　　　（ウ）組織の整備にあたっては、本仕様書に示す各業務の分担、指揮命令系統、緊急時​
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​の連絡系統、その他必要な内容を規定すること。​
​　　　イ　従事者の確保、配置​
​　　　　　自閉症者自立支援センター等の管理運営業務を適切に行うために必要な従事者（以​

​下「職員」という。）を確保する。また、職員の配置計画を作成し、各職員に業務を​
​割り当て、アで整備した各組織に配置する。​

​　​​　​​　​​　​​　​​職​​員​​の​​賃​​金​​に​​つ​​い​​て​​は、​​収​​支​​計​​画​​書​​（募​​集​​要​​項​ ​様​​式​​４​​－​​４）​​に​​記​​載​​し​​た​​最​​低​​時​​給​​額​
​を下回らないこと。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　　　管理運営の開始日以降指定期間の満了日に至るまで、本業務に必要な職員を、職員​

​の休暇等の場合も含め業務に支障が生じないように確保し、当該職員が担当する業務​
​内容を明確にした上で、適切な担当部署に配置すること。　​

​　　　ウ　人材の育成​
​　　　　　業務に支障が及ばないよう万全を期するため、職員に対して、業務上必要とされる​

​研修、指導教育（以下「研修等」という。）を実施する。​
​　　　　　研修等は、各年度の実施計画（以下｢研修計画｣という。）に基づき実施する。な​

​お、研修は、指定管理者が自ら行うものの他、公的機関その他の組織が行う研修等に​
​従事者を派遣して行うことも可能とする。​​　​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）研修等を通じて、職員が割り当てられた業務を完全に理解し、その実施に支障が​

​生じない状況を確保すること。なお、理解すべき内容としては、少なくとも次の内​
​容を含むものであること。​

​　　　　　・各職員が行うべき業務の内容及び責任、利用者への接遇、業務上遵守すべき関係​
​　　　　　・法令・条例・規則等の規定内容、防火・防災対策、環境への配慮、その他業務に​

​必要な知識や技術、心構え等​​　​
​　　　（イ）研修計画には、次の内容を含むこと。​
​　　　　　・研修等の実施方針​
​　　　　　・研修等の実施項目、各項目の概要、実施スケジュール​
​　　　エ　労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上​
​　　　　　自閉症者自立支援センター等における市民サービスの水準を維持向上させるととも​

​に、雇用の確保を図るため、職員の雇用に関する関係法令を遵守し、必要な規定の作​
​成や届出等を行うとともに、雇用環境の維持向上に努める。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）職員の雇用に関しては労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、その他自閉症​

​者自立支援センター等の管理運営に当たり関連する労働関係法令を遵守し、就業規​
​則その他の必要な規定等を整備するとともに、必要な届出を監督官庁に行うこと。​

​　　　（イ）職員に対する給与、賃金等の支払を適切に行うこと。​​　　　​
​　　　（ウ）職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って取り組めるよ​

​う、安全衛生やコミュニケーションを含め、十分な労働環境を整えること。​
​　（５）管理水準の維持向上に向けた取組​
​　　　　自閉症者自立支援センター等利用者のニーズに柔軟に対応するとともに、安全性、効​

​率性、その他自閉症者自立支援センター等の管理水準を維持向上させていくため、組織​
​内では常に情報を共有するとともに、各業務について見直しを行い、改善を図る。　　​

​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　情報の共有方法を明確化し、必要な情報を職員が十分に把握していること。​
​　　　​​イ　​​業務の見直しを行う方法を明確化し、定期的に見直しを行うこと。特に、事故防止​

​については、見直し、改善を含め、日常的に組織的取組を行うこと。​
​　（６）第三者に対する委託業務等の管理​
​　　　ア　第三者に対する委託業務等における適正の確保​
​　　　　　募集要項５－（10）－ウに示す第三者に対する委託を行う業務の実施に当たり、適​

​正を確保する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）第三者に対する委託を行う場合には、相手方となる事業者（以下｢受託者｣とい​

​う。）が、委託した業務の履行に当たり自閉症者自立支援センター等の管理運営に​
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​おける市民サービスの向上について配慮するとともに、利用者の安全を十分に確保​
​するよう仕様等を作成すること。​

​　　　（イ）第三者に対する委託は指定管理者の責任において行うものであることについて、​
​受託者の十分な理解を確保すること。​

​　　　イ　第三者に対する委託の相手方となる事業者への適切な監督、履行確認受託者に対し​
​ては、指揮監督を徹底するとともに、必要な履行確認を行う。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）受託者との契約にあたり、受託者に対して必要な指揮監督を行う部署及びその責​

​任者、受託者側の責任者を明確にし、指揮命令系統及び連絡系統を確立すること。​
​　　　（イ）委託した業務が当該契約に基づき適切に行なわれるよう、必要な指導、指示、検​

​査及び確認を行うこと。​
​　　　（ウ）受託者に対し、委託した業務に関連する労働関係法令を遵守するよう、適切な監​

​督、指導を行うこと。​
​　　　（エ）受託者に対して、自閉症者自立支援センター等の業務を行うために必要な従事者​

​の法令遵守状況及び労働環境（賃金、労働時間、各種保険の加入状況、健康診断の​
​実施状況等）に関わる情報提供を求めること。ただし、個人情報保護の観点等から​
​情報の収集が困難な場合は、その状況、経緯等について札幌市に報告を行い必要な​
​指示を仰ぐこと。​

​　　　ウ　協定に関連する契約の相手方からの暴力団員又は暴力団関係事業者の排除​
​　　　　　暴力団員又は暴力団関係事業者を協定に関連する契約の相手方としないために、必​

​要な対応を行う。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　第３－２－（8）－イに定める対応を行うこと。​
​　（７）札幌市及び関係機関との連絡調整等​
​　　　ア　札幌市等との連絡調整​
​　　　　　札幌市、指定管理者、利用者団体、地元自治会、外部有識者等で構成する自閉症者​

​自立支援センター等運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。運営協​
​議会において向けた協議を行う。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）運営協議会は指定管理者の主催により年１回以上開催すること。​
​　　　（イ）運営協議会の運営は指定管理者が行うこと。また、運営協議会では以下の項目に​

​ついて協議等を行うこと。​
​　　　　＜協議等の項目＞​
​　　　　　・本業務の報告と自閉症者自立支援センター等の管理運営上の問題点や改善に関す​

​る事項​
​　　　　　・施設の管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を新たに作成する場合の概​

​略​
​　　　　　・本仕様書において運営協議会での協議を必要とする旨が記載されている項目​
​　　　　　・その他、自閉症者自立支援センター等の市民サービスや管理水準の維持向上に向​

​けた取組　　　​
​　　　（ウ）運営協議会の内容は記録するとともにその要旨を札幌市に確認すること。また、​

​必要に応じてその要旨を施設内に掲示すること。​
​　　　イ　関係機関との連絡調整​
​　　　　　本業務の遂行に当たり、利用者団体、地元自治会、その他関連する団体、組織、機​

​関等との良好な関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行う。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　常に、本業務の円滑な遂行に関して必要となる関係機関等と連絡調整を行うこと。​
​　　　ウ　指定管理者の表示​
​　　　　　指定管理者が行政庁としての行為を行う場合には、指定管理者であることを明らか​

​にする。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　本業務を行うに当たり、利用承認、承認取消その他の行政庁として行う行為（本​

​来、行政庁でなければ行うことができない行為）を行う場合において、団体名を表示​
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​する必要があるときには、「自閉症者自立支援センター等指定管理者　△△△△」と​
​表示すること。​

​　（８）財務​
​　　　ア　資金管理​
​　　　　　自閉症者自立支援センター等の安定的かつ効率的な管理運営を確保するため、本業​

​務に関する資金（協定書に定める管理費用、利用料金その他の収入。以下「管理費用​
​等」という。）を適切に管理する。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）本業務を行うに当たっては、指定管理者が行っている他の事業と経理を明確に区​

​分し、年度ごとに収支その他経理に関する記録等を整備すること。​
​　　　（イ）本業務に係る経費の収支については、独立した預金口座により管理すること。　​
​　　　（ウ）管理費用等の適切な管理を第三者による監査などの客観的な方法で点検・確認す​

​ること。　　​
​　　　（エ）自主事業等の経費の管理については、第５－１－（３）に従うこと。​
​　　　イ　現金等の適正な取扱​
​　　　　　利用料金収入等の現金等が不適切に取り扱われることの無いよう、現金等の取扱に​

​関する規定（以下「現金等取扱規定」という）を整備し、運用する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）現金等取扱規定には、以下の項目に関する規定を含むこと。​
​　　　　　　なお、複数の規定類により各項目について規定していても差し支えない。​
​　　　　　・現金の取扱に関する管理体制​
​　　　　　・現金の取扱事務の運用手続​
​　　　　　・現金の保管方法​
​　　　　　・銀行口座の管理方法​
​　　　　　・金券類の管理等の適切な取扱​
​　　　　　・以上の現金等の取扱に付随する帳票、経理書類の様式​
​　　　（イ）現金等取扱規定においては、現金等の取扱に関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕組​

​みを構築し、運用すること。​
​　　　（ウ）現金等の取扱に関して、事故、不祥事が発生した場合には、当該事実を確認した​

​日時、事実の概要を記録するとともに、当該事実等について即時に札幌市に報告す​
​ること。​

​　（９）苦情対応​
​　　　　施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等（以下「苦情等」とい​

​う。）に迅速かつ適切に対応し、その結果を札幌市に報告する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　苦情等への対応手続を文書により整備すること。また、職員が、当該手続の内容を​

​十分に理解していること。​
​　　　イ　苦情等を受け付ける担当部署を明確化し、利用者、その他必要な者に対して十分に​

​周知していること。なお、利用者等からの申し出があった場合には、当該担当部署と​
​は異なる部署においても苦情等は受け付けること。​

​　　　ウ　苦情等を受け付けた場合は、その内容に応じて必要な対応を行うこと。​
​　　　（ア）指定管理者のみで対応が可能なものについては、適切な対応を行った上で、月次​

​報告などにより札幌市に報告すること。​
​　　　（イ）指定管理者のみでは対応が難しいもの、札幌市の判断を要するものについては、​

​速やかに札幌市に相談し、その指示に従うこと。​
​　　　エ　市政に関し、指定管理者の業務には全く関わりの無い苦情等があった場合には、速​

​やかに札幌市に報告すること。​
​　　　オ　なお、札幌市は、札幌市になされた苦情等の対応上必要と認めるときは、指定管理​

​者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。​
​　（10）記録・モニタリング・報告・評価​
​　　　ア　記録​
​　　　　　指定管理者は、本業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管し、指定期間の満​

​了時や指定の取消時には、札幌市又は次期指定管理者に速やかに引き継ぐ。​
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​　　　◇　要求水準​
​　　　　　以下の帳簿等を常に整備し、これらを５年間保管すること。ただし、５年が経過す​

​る前に、指定期間が満了し、又は指定が取消された場合は、札幌市の指示に従い、札​
​幌市又は次期指定管理者に速やかに引き継ぐこと。​

​　　　　・事業日誌​
​　　　　・管理業務に関する諸規定​
​　　　　・文書管理簿​
​　　　　・各年度の事業計画書及び事業報告書​
​　　　　・収支予算及び収支決算に関する書類​
​　　　　・金銭の出納に関する帳簿​
​　　　　・物品の受払に関する帳簿（別表に記載する備品及びその他の備品で指定管理者が調​

​達したものについてそれぞれ明示し、その受払について記載したもの）　　​
​　　　　・以上のほか、​​別紙​​１に示す本仕様書に規定する業務に関する記録書類、及び札幌市​

​が必要と認める書類​
​　　　イ　セルフモニタリング​
​　　　　　指定管理者は、自閉症者自立支援センター等の管理運営業務の実施状況及び利用者​

​や地域住民の声について、自ら監視・測定（以下「セルフモニタリング」という。）​
​を行う。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）業務の全体に関して、以下の内容を含むセルフモニタリングを行うこと。​
​　　　　　ａ　利用者満足度の測定等　　​
​　　　　　　・利用者アンケート調査を行い、施設利用者の施設利用に係る満足度等を測定す​

​るとともに、意見、要望等を把握する。　​
​　　　　　　・調査は、公正な方法で行うこと。​
​　　　　　　・利用者アンケート調査には、自閉症者自立支援センター等の利用による総合的​

​な満足度、第１で挙げた自閉症者自立支援センター等が目指す成果の実現や課題​
​の解決等の進捗、職員の接遇等を把握できる調査項目を盛り込むこと。​

​　　　　　　・調査結果については、集計・整理後速やかに札幌市に文書及び電子データによ​
​り報告するとともに、自閉症者自立支援センター等の利用者にも掲示により周知​
​すること。​

​　　　　　　・調査に当たっては、個人情報の保護を徹底すること。​
​　　　　　　・総合満足度及び職員の接遇についての満足度に関する利用者アンケートについ​

​ては、以下のとおり実施すること。​
​　　　　　　＜調査対象＞​
​　　　　　　　施設利用関係者​
​　　　　　　＜調査標本数＞　 　　​
​　　　　　　　利用者等の８０％以上から回答が得られるよう努めること。　​
​　　　　　　＜調査頻度＞​
​　　　　　　　年に１回以上実施すること。　​
​　　　　　　＜質問及び選択肢＞　 　​
​　　　　　　・総合満足度に関するアンケート　​
​　　　　　　　質問：当施設の総合的な満足度は次のどれに当てはまりますか。​
​　　　　　　　回答選択肢　ア　とても満足　　　　　　　　　　　　　​
​　　　　　　　　　　　　　イ　まあ満足​
​　　　　　　　　　　　　　ウ　普通​
​　　　　　　　　　　　　　エ　少し不満　　　　　　　　　​
​　　　　　　　　　　　　　オ　不満　​
​　　　　　　・職員の接遇についての満足度に関するアンケート​
​　　　　　　　質問：当施設の職員の接遇に関してどのように感じましたか。​
​　　　　　　　回答選択肢　ア　大変良かった　　　　　　　　　　　　​
​　　　　　　　　　　　　　イ　まあよかった​
​　　　　　　　　　　　　　ウ　普通　　　　　　　　　　　​
​　　　　　　　　　　　　　エ　あまりよくなかった　　　　　　　　　　　　　​
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​　　　　　　　　　　　　　オ　悪かった　​
​　　　　　ｂ　苦情等の整理、分析　　​
​　　　　　　・施設利用者、地域住民、その他からの苦情や要望は、その内容に従い分類し、​

​件数及び内容の傾向等を分析する。​
​　　　　　　・当該分析結果は随時、札幌市及び協議会において報告した上で、施設内に掲示​

​すること。​
​　　　　　　　また、随時作成した分析結果を活用して、別途、年度単位の分析を行うこと。​
​　　　　　ｃ　各業務のセルフモニタリング​
​　　　　　　・別紙１に記載した各業務の記録の作成等を行うこと。なお、業務の実施方法等​

​と合わせて記録・測定等の方法を集約するなど、合理化を図ることもできる。た​
​だし、この場合にも、別紙１に記載した内容は含むこと。​

​　　　　　ｄ　業務・財務検査項目の自己チェック​
​　　　　　　・半年に１回程度、札幌市が示すチェックリストを用いて、業務や財務に関する​

​自己チェックを実施し、その結果を記録し、また、改善が必要な項目がある場​
​合、その改善提案を含め札幌市に報告すること。なお、改善提案を行った項目に​
​ついては、札幌市への報告後１か月以内に再度確認し、札幌市に報告すること​

​　　　　　ｅ   その他​
​　　　　　　・ａ、ｂ、ｃ、ｄに挙げたほか、各業務の要求水準に記載した項目について自ら​

​実施手法を提案し、札幌市の承認を得た上でセルフモニタリングを行うこと。​
​　　　（イ）利用者アンケート調査結果については、以下の項目毎の水準を目標とする。　​
​　　　　　・総合満足度：とても満足とまあ満足の合計が８０％以上　​
​　　　　　・接遇に関する満足度：大変良かったとまあ良かったの合計が８０％以上​
​　　　ウ　事業等の報告​
​　　　　　指定管理者は、以下の報告書類を協定で定めるところにより提出するほか、別紙１​

​に示す報告書類、その他札幌市が要求する報告書類について、適宜提出する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）毎年度終了後に提出する報告書類​
​　　　　　・当該年度の管理業務の実施状況報告書（自閉症者自立支援センター等の利用状​

​況、利用の承認等の状況、利用料金の収入状況、環境への配慮に係る取組状況等）​
​　　　　　・当該年度の管理にかかる収支決算書​
​　　　　　・当該年度の団体の経営状況を説明する書類（収支（損益）計算書又はこれらに相​

​当する書類、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類）​
​　　　　　・自閉症者自立支援センター等利用に係る各種統計書類​
​　　　（イ）毎月終了後に提出する報告書類​​　　　​
​　　　　　・当該月の管理業務の実施状況報告書（自閉症者自立支援センター等の利用状況、​

​利用の承認等の状況）​
​　　　　　・個人情報取扱状況報告書​
​　　　エ　札幌市の検査・確認・要請に対する対応等​
​　　　　　指定管理者は、施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠実​

​に対応する。​
​　　　　　なお、検査・確認等の結果、指定管理者の業務が協定書に定める管理運営業務の基​

​準を満たしていないと判断した場合は、札幌市は、指定管理者が必要な改善措置を講​
​ずるよう指示等を行うことがあるので留意すること。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）アに挙げた帳簿等、その他管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理し、​

​札幌市からこれらに関する報告や現地調査を求められた場合には、速やかに指示に​
​従い、誠実に対応すること。​

​　　　（イ）札幌市は、ウに挙げた報告書類等の検査、定期的又は随時の現地調査（給与・賃​
​金等の支払状況や口座残高の確認等の財務検査を含む）、その他管理の基準、管理​
​業務に関する仕様書等に基づき、指定管理者が業務を適切に実施しているかの検​
​査、確認を行うので、指定管理者は、これらの検査等に協力すること。​

​　　　オ　事業評価​
​　　　　　指定管理者は、施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌市が​

​9​



​定めるところにより、管理業務の自己評価を行い、毎年度事業報告書の提出にあわせ​
​て札幌市に報告する。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）評価は、統括責任者が中心となり、可能な限り利用者と直接接する職員の意見等​

​も反映させることのできる方法により行うこと。​
​　　　（イ）札幌市は、指定管理者の自己評価をもとに、指定管理者の業務評価を行い、その​

​結果に基づき必要な指示等を行うとともに、評価の結果を公表する。札幌市が公表​
​した評価結果については、施設内に掲示すること。　　　​

​　　　　　※なお、札幌市は、必要なサービス水準の確保、その他施設の管理運営に関し必要​
​があると認めたときは、利用者ニーズを把握するための調査を行う場合がある。​

​　２　施設・設備等の維持管理に関する業務​
​　（１） 総括的事項​
​　　　ア　利用者等の安全確保、市民サービスの向上への配慮等​
​　　　　　各業務の実施にあたっては、利用者等の安全確保を第一に優先するとともに、市民​

​サービスの向上について十分に配慮する。​
​　　　　　また、法令の遵守を徹底するとともに、善良なる管理者の注意をもって管理物件を​

​管理する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）各業務に関して、自閉症者自立支援センター等利用者、近隣住民、職員、その他​

​業務に関連する者の安全が十分確保されること。​
​　　　（イ）各業務を実施する際に、利用者の施設利用の支障にならないよう配慮するととも​

​に、利用者に対し業務の実施について十分に案内すること。​
​　　　（ウ）必要な場合には、法令等に従い当該要件を満たす有資格者により作業が行われる​

​こと。​
​　　　（エ）拾得物の取扱を適正に行うこと。​
​　　　（オ）災害、救急にかかる対応を適切に行うこと。　​
​　　　イ　連絡体制の確保　　　​
​　　　　　各業務に関する連絡体制を確保する。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）開館時間中については、各業務に関して必要な連絡先を利用者に対し十分に案内​

​すること。また、各業務に応じて、利用者等、職員からの連絡が必要な場合には、​
​常に最短の時間で連絡可能な状態が維持されていること。​

​　　　（イ）開館時間外について、利用者、地域住民等からの連絡等があった場合に、必要に​
​応じて職員に連絡される体制が確保されていること。​

​　　　ウ　損害賠償保険の加入​
​　　　　　管理業務の実施に当たり、指定管理者の故意又は過失により札幌市又は第三者に損​

​害を与えた場合は、指定管理者が賠償責任を負うことになるため、指定管理者におい​
​ては、次に掲げる内容を補償する損害賠償責任保険に加入すること。​

​　​​　​​　​​（ア）​​対​​象​ ​：​ ​自​​閉​​症​​者​​自​​立​​支​​援​​セ​​ン​​ター​​等​​内​​に​​お​​け​​る​​維​​持​​管​​理​​期​​間​​中​​の​​法​​律​​上​​の​​賠​​償​
​責任​

​　　　（イ）対人補償　：　300,000千円​
​　　　（ウ）対物補償　：　300,000千円​
​　　　（エ）期間　　　：　指定管理者の指定期間​
​　　　（オ）その他　　：　被保険者を指定管理者（指定管理者から委託を受けた者を含む）​

​及び札幌市とし、交差責任担保特約を付ける。​
​　（２）施設、設備等の維持に関する管理​
​　　　ア　清掃業務　​
​　　　　　施設の快適な環境を保つため、日常清掃、定期清掃、廃棄物収集処理を行う。​
​　　　　　日常清掃では、毎日、計画的に行う清掃、施設利用者等からの連絡、要求に基づき​

​行う清掃を行う。　　　　​
​　　　　　定期清掃では、日常清掃で行うことが困難な清掃を計画的に行う。廃棄物収集処理​

​では、施設運営に伴い排出されるゴミ、廃棄用紙、段ボール、資源物等を定期的に収​
​集、処理する。​
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​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）日常清掃：​​別紙​​２－１のとおり　　　​
​　　　（イ）定期清掃：別紙２－２のとおり　​
​　　　（ウ）廃棄物収集処理：別紙２－３のとおり​
​　　　イ　警備業務​
​　　　　　施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止する​

​ことにより、財産の保全と人心の安全を図り、もって円滑な管理運営を行う。​​　​
​　　　　　このため、指定管理者は、警備計画を作成し、当該計画に従い以下の業務を行う。​
​　　　　・鍵の管理​​　　​
​　　　　・開館時及び閉館時の開場、施錠及びシャッターの開閉​​　​
​　　　　・出入管理​
​　　　　・施設の秩序維持​
​　　　　・その他下記要求水準を達成するために必要な業務​​　　　​
​　　　　　なお、業務内容は常駐警備とし、対象区域は自閉症者自立支援センター等施設及び​

​敷地とする。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）警備計画には、次の内容を含むこと。​​　　　　　​
​　　　　　・警備員の配置及び配置毎の日常的な業務内容、スケジュール​​　　　　　​
​　　　　　・緊急時の対応手順​​　​
​　　　（イ）警備業法、消防法、労働安全衛生法などの関係法令を遵守すること。​
​　　　（ウ）自閉症者自立支援センター等利用者に不快感・威圧感を与えないこと。​​　　​
​　　　（エ）個別業務の標準は​​別紙​​３のとおりとする。​
​　　　ウ　施設及び設備の保守点検業務​​　​
​　　　　　施設及び設備（以下「施設等」という。）の全般の機能を良好に維持管理するとと​

​もに、施設等の劣化を早期に発見し、措置するため、日常点検、定期点検、その他必​
​要な保守点検業務を実施する。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）施設等が所要の性能を発揮する状態を維持すること。​​　　​
​　　　（イ）点検の結果設備の部品、消耗品等の交換が必要となる場合には、速やかに交換す​

​ること。​
​　　　（ウ）施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安全性​

​を確保すること。​
​　　　（エ）業務の対象となる施設等と業務の標準は​​別紙​​４のとおりとする。​
​　　　エ　修繕​​　　　　​
​　　　　　施設等の全般の機能を良好に維持管理するとともに、施設管理上のトラブルが原因​

​で市民等の利用に支障が生じることのないよう、施設等全般について、破損、故障等​
​が発生した場合又は短期間のうちに確実に破損、故障等が発生すると見込まれる場合​
​（以下「破損、故障が発生した場合等」という。）は、速やかに修繕を行う。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）利用者等から破損、故障等の発生について連絡を受けた場合においては、速やか​

​に実際の状況を確認すること。​
​　　　（イ）（ア）の場合も含め、破損、故障が発生した場合等には、応急処置、修繕費用・​

​期間、原因の調査など、必要な初期対応を行うこと。また、当該対応の結果につい​
​て、遅滞なく札幌市に報告すること。​​　　​

​　　　（ウ）修繕を行うに当たり第三者と委託契約を締結する際には、札幌市契約規則及び札​
​幌市物品・役務契約等事務取扱要領（平成20年３月28日財政局理事決裁）第91条に​
​準じて、軽微なもの、緊急を要する場合などを除き原則として複数の団体から見積​
​等を徴すること。また、修繕等を行うに当たっては、緊急に実施する必要のある場​
​合を除き、事前に札幌市の承認を得ること。なお、緊急に実施した修繕について​
​は、実施後10日以内にその概要を札幌市に報告すること。​

​　　　（エ）施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安全性​
​を確保すること。​

​　　　オ　備品管理​​　　　​
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​　　　　　札幌市が備え付ける備品（事務機器を含む）は別表のとおりとする。これらの備品​
​は、市民等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検、清掃等を行うとと​
​もに、不具合の生じた備品について、修繕を行う。​

​　　　　　また、施設の管理運営にあたっては、指定管理者と札幌市とは備付けの備品（別​
​表）及び札幌市が貸し出す施設の鍵について物品使用貸借契約を締結するものとす​
​る。​

​　　　　　なお、備付けの備品（別表）の購入及び廃棄は、札幌市において行うこととする。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）備品は所要の性能を発揮する状態を維持すること。​
​　　　（イ）利用者等から備品に関する不具合の連絡を受けた場合、速やかに実際の状況を確​

​認し、修理、説明、代用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応を行うこ​
​と。​

​　　　（ウ）別表に記載する備品は指定期間が満了するまでに全件が対象となるよう計画を立​
​て、その有無及び状態を点検すること。​

​　　　カ　駐車場管理​
​　　　　　自閉症者自立支援センター等駐車場利用車両の監視、誘導等を適切に行い、利用者​

​の円滑な活動を確保する。​
​　　　　　業務の時間帯は開館日の８時45分～17時15分とする。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）駐車場利用者が安全、円滑に駐車できるよう必要な案内・誘導を行うこと。　　​
​　　　（イ）駐車場入口付近や駐車場内での交通渋滞の未然防止、渋滞が発生した場合の速や​

​かな解消に努めること。​
​　　　（ウ）場内での事故等が発生した場合には、利用者の案内、避難誘導、救護、警察・消​

​防などの関係機関への通報等、事故に応じた初期対応を行うこと。また、速やか​
​に、札幌市に事故の状況、初期対応の結果、その他必要な事項を報告し、札幌市と​
​の協議の上必要な対応を取ること。　​

​　　　キ　外構緑地管理​
​　　　　　敷地内の外構、緑地について、美観の保持、利用者の安全、防犯及び近隣への配慮​

​という点から、点検、剪定、除草、病害虫防除、養生、冬囲い等適切な維持管理を行​
​う。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　　　以下の状態を維持すること。​
​　　　　・風、降雪等による倒木が発生しないこと。​
​　　　　・植栽により防犯上の問題となるような死角が敷地内に生じないこと。​
​　　　　・下草の草丈は概ね〔例：15㎝〕以内に留めること。​
​　　　　・落ち葉は、近隣に飛散しないこと。​
​　　　　・敷地内の側溝、排水枡等が落ち葉、ゴミ等で詰まらないこと。​
​　　　　・薬剤を用いる場合には、人体、生態系及び施設・設備機器類に影響の無い方法によ​

​ること。​
​　　　　・作業に伴う路面、縁石、樹木等の損傷が無いこと。​
​　（３）防災業務　　​
​　　　　地震、火災、風水害等の災害（以下｢災害等｣という）及び事故による傷病等が発生し​

​た場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災計画を定めるとともに、日ごろから訓​
​練を行い、利用者、職員等の安全確保を図る。​

​　　　　なお、あらかじめ指定避難所として指定されていないとしても、災害等が発生した場​
​合には、事実上避難者が集まることがある。その際は、施設の安全を確認した上で一時​
​的に避難者を収容するとともに、区災害対策本部に連絡し指示を受けること。また、事​
​後的に、指定避難所や応援者の受入場所等として指定され、避難所運営の支援など通常​
​の施設管理以外の業務を行うこともあり得ることから、避難者の安全管理等の運営の対​
​応については、「札幌市避難所運営マニュアル」にて、確認すること。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　災害等の緊急事態が発生した場合には、防災計画に基づき、被害が最小になるよう​

​に迅速かつ最善の対応を取るとともに、発生の状況、その他必要な事項について直ち​
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​に札幌市に報告すること。​
​　　　イ　防災計画には、以下の内容を含むこと。​​　　　　​
​　　　　・防災業務の実施方針​
​　　　　・災害等が発生した場合の統括対応部署とその役割。その他の部署の役割分担と連絡​

​系統​
​　　　　・災害等による被害を最小限に抑えるための防災訓練の内容及びその他の日常からの​

​対策​
​　　　　・自閉症者自立支援センター等における事故による傷病等の想定項目​
​　　　　・事故による傷病等を未然に防ぐための方策​
​　　　　・万一事故等が発生した場合の対応方法（医療機関その他関係機関との連携を含​

​む。）​
​　　　　・休館日の災害等への対応体制​
​　　　ウ　防災業務の実施に当たっては、次の内容に留意すること。​
​　　　　・自閉症者自立支援センター等利用者の安全を最優先で確保すること。​​　　　　​
​　　　　・職員の安全、近隣住民への対応や関係機関との連携協力に十分に配慮すること。​
​　　　　・開館中に災害等が発生した場合に、職員が必要な初動対応及び連絡等を行える状況​

​を維持すること。​
​　　　　・開館中を除く時間帯に災害等が発生した場合に、必要な連絡体制及び損害、被害の​

​確認を行う体制を確立していること。​
​　　　エ　感染症や自然災害が発生した場合であっても、サービスを安定的・継続的に提供す​

​ることができるよう業務継続計画（BCP）を作成するとともに、これを効果的に運用​
​するための研修を実施すること。​​　　​

​　　　オ　利用者等の急な傷病に適切に対応できるよう、近隣の医療機関との連携体制や職員​
​による応急救護体制を確立していること。​​　　　​

​　　　カ　消防法（昭和23年法律第186号）に規定される防火管理者ないし防災管理者の選任、​
​消防計画の策定及びその実施を通じて、消防法及び関係法令に規定される防火管理又​
​は防災管理を徹底すること。​

​　３　事業の計画及び実施に関する業務​
​　　　自閉症者自立支援センター等の設置目的である「自閉症児（者）が地域で自立した生活​

​を送ること」を達成するための事業を企画・立案し、実施する。​
​　（１）札幌市自閉症者自立支援センターに関する業務​
​　　　ア　デイサービスセンター​
​　　　◇　要求水準​
​　　　（ア）施設条例第２条第１号に規定する事業を実施すること。​
​　　　（イ）その他、施設利用者の利便性に配慮し、最寄の公共交通機関の駅から施設までの​

​送迎を実施すること。​
​　　　イ　入所施設​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　施設条例第２条第６号に規定する事業を実施すること。​
​　（２）札幌市自閉症・発達障害支援センターに関する業務​
​　　　　センター条例第２条及び「発達障害者支援センター運営事業の実施について（平成17​

​年７月８日障発0708004厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」に規定する事​
​業を実施すること。​

​　　　ア　相談支援に関する業務​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　発達障がい児（者）及びその家族、支援者等からの相談に応じ、本人やその家族が​

​自らの足で進めるようなサポートを心がけること。　​
​　　　　　なお、相談支援は、来所による面談を基本とするが、訪問による面談や電話、イン​

​ターネット等による相談に対して、相談者のニーズや相談内容に応じて弾力的な対応​
​を図ること。​

​　　　イ　発達支援に関する業務​
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​　　　◇　要求水準​
​　　　　　発達障がい児（者）及びその家族に対する発達支援に関する相談を実施し、家庭で​

​の支援方法に関する指導又は助言、並びに情報提供を行うとともに、必要に応じて、​
​医療機関、児童相談所及び知的障害者更生相談所等と連携を図り、発達障がい児​
​（者）の医学的な診断及び心理的な判定を行うこと。​

​　　　　　なお、夜間等の緊急時や行動障がいにより一時的な保護が必要となった場合には、​
​短期入所事業の利用者として一時的な保護を行うこと。​

​　　　ウ　就労支援に関する業務​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　就労を希望する発達障がい児（者）に対し、就労に向けて必要な相談等による支援​

​を行うとともに、必要に応じて公共職業安定所等の労働関係機関との連携を図るこ​
​と。​

​　　　エ　普及啓発及び研修に関する業務​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　発達障がいのそれぞれの特性及び対処方法等について解説したパンフレット等を作​

​成し、発達障がい児（者）に関する理解の促進に努める。​
​　　　　　また、発達障がい児（者）に対する取り組みを積極的に進めるための研修や、成人​

​当事者への研修など、各種研修を実施すること。​
​　　　オ　連携に関する業務​
​　　　◇　要求水準​
​　　　　　札幌市内及び札幌市に関係する機関から支援の申込みがあった場合は、アセスメン​

​トや個別支援計画の作成、支援方法に対する助言や研修会等の支援を行うこと。​
​　　　　　また、ホームページ等を活用し、機関支援について随時情報提供を行うこと。​

​　４　施設の利用等に関する業務​
​　　　札幌市自閉症者自立支援センター及び札幌市自閉症・発達障害支援センターの利用承認​

​等に関する業務を行う。​
​　（１）利用承認等に関する業務​
​　　　　自閉症者自立支援センター等の利用に関して、以下の業務等を行う。　　　​
​　　　・施設の利用申込の受付及び利用の承認又は不承認　　​
​　　　・利用料金の徴収事務​
​　　　・利用の制限その他施設の秩序維持​
​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　平等利用を確保すること。　​
​　　　イ　利用の承認、不承認は、施設条例第５条及び第９条に基づき行うこと。​
​　　　ウ　利用料金等の徴収を、１－（8）－イにより整備する現金等取扱規定に基づき適切に​

​行うこと。　​
​　　　エ　施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとす​

​る（第３－２－（８）－ア　参照）。​

​　５　管理業務に付随する業務​
​　　　上記管理業務に付随する業務を行う。​
​　（１）広報業務　​
​　　　　指定管理者は、札幌市と連携しながら、リーフレット、情報誌の作成・配布、イン​

​ターネットホームページの開設・更新、その他の必要な施設のPRや情報提供を行う。​
​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　情報誌は市内で地域的な偏りの無いよう配布すること。　​
​　　　イ　情報誌には、自閉症者自立支援センター等の利用案内や実施事業の案内等のほか、​

​札幌市の施策に関する情報を掲載すること。​
​　　　ウ　ホームページには、問い合わせ先（電子メールアドレス及び電話番号）、業務内容​

​を掲載すること。​
​　　　エ　指定管理者がホームページのアクセス件数を把握できる環境とすること。​
​　　　オ　ホームページは、利用者の立場になって、ウェブアクセシビリティ、ユーザビリ​
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​ティの考え方に基づいて作成・管理するとともに、総務省作成の「みんなの公共サイ​
​ト運用ガイドライン​​※1​​」を参考に以下の取組を実施すること。　​

​　　　　・日本産業規格JIS_X_8341-3:2016​​※2​​の適合レベルAAに準拠​​※3​​することとし、​​１年に１​
​回、試験の実施と公開を行うこと。​

​　　　　・ウェブアクセシビリティ方針の策定・公開（上記JISに基づく試験実施後などに、必​
​要に応じて適時改定すること）。​

​　　　　・１年に１回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表​​※１​​」を公開すること。​
​　　　カ　ホームページの作成に当たっては、「札幌市公式ホームページガイドライン」を遵​

​守すること。​
​　　　　　また、ホームページ全体を常時SSL対応すること。　​
​　　　　※１　総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free​

​/guideline.html）より入手可能。​
​　　　　※２ JIS規格の改定が行われた場合は、最新の規格に対応すること。​
​　​​　​​　​​　​​※​​３​ ​「準​​拠」​​と​​い​​う​​表​​記​​は、​​情​​報​​通​​信​​ア​​ク​​セ​​ス​​協​​議​​会​​ウェ​​ブ​​ア​​ク​​セ​​シ​​ビ​​リ​​ティ​​基​​盤​​委​

​員​​会​​「ウェ​​ブ​​コ​​ン​​テ​​ン​​ツ​​の​​JIS​​X​​8341-3:2016​​対​​応​​度​​表​​記​​ガ​​イ​​ド​​ラ​​イ​​ン​​2021​​年​​４​​月​
​版（https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/）」で定められた表​
​記による。​

​　　　キ　情報誌やホームページの作成、その他の必要な施設のPRや情報提供に当たっては、​
​札幌市作成の「広報に関する色のガイドライン」（​
​https://www.city.sapporo.jp/koho/color/​​）を参考とし、誰にとっ​​ても見やすく分かりや​
​すいデザインや配色となるように配慮すること。　​

​　（２）引継ぎ業務　​
​　　　　指定管理者は、指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継ぎ書等を​

​作成し、新たな指定管理者との間で、速やかに業務引き継ぎを行う。また、新旧指定管​
​理者は、業務引継の完了を示す書面を取り交わし、その写しを札幌市に提出する。​

​　　　◇　要求水準​
​　　　ア　引継ぎは、自閉症者自立支援センター等利用者の利便性を損なわないよう、新指定​

​管理者及び札幌市と協力して行うこと。​
​　　　イ　引継ぎには、別途札幌市との協議により定める内容を含めること。​
​　（３）その他自閉症者自立支援センター等の管理業務に付随する一切の業務​

​第５　その他​

​　１　自主事業の実施について​
​　　　指定管理者は、上記の業務の範囲外で、札幌市の承認を得た上で、自閉症者自立支援セ​

​ンター等を使用して自主事業を行うことができる。​
​　（１）一般的事項　​
​　　　　指定管理者が自らの提案に基づき自主事業を実施する場合は、自閉症者自立支援セン​

​ター等の設置目的を踏まえて計画すること。また、一般の利用を妨げないよう配慮する​
​とともに、市民が利用しやすいような料金を設定すること。　​

​　（２）承認要件　​
​　　　　以下の全てに該当すること。​
​　　　ア　第１で記載した自閉症者自立支援センター等の設置目的等及び第４で記載した要求​

​水準の達成に寄与すること。​
​　　　イ　指定管理者の自己資金で実施するものであること（指定管理費の流用は原則として​

​認めない。ただし、指定管理者の経営努力による利益と認められる分については、個​
​別に判断するので相談すること）。​

​　　　ウ　収支見込や事業の運営形態において、第４に示す各業務に支障をもたらさないと認​
​められること。　​

​　　　エ　事業実施後は指定管理者による施設の原状復帰が可能なこと。​
​　　　オ　第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、当該事業の実施に伴う一切の責任を指​

​定管理者が負うものであること。​
​　　　カ　施設運営上の継続性に影響を与えないこと。​
​　　　キ　下記（５）に示す目的外使用許可が必要な場合、当該許可を受けたものであるこ​
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​と。　　​
​　　　　※施設の管理運営とは関わりの無い指定管理者固有の事業等のPR、関連イベント、​

​その他指定管理者固有の事情によると認められる事業等は承認しない。​
​　（３）自主事業に関する経理​
​　　　　自主事業の収支については、本業務に係る収支と区分して経理すること。複数の自主​

​事業を行う場合は、さらに、事業毎の経理とすること。​
​　　　　なお、この場合、費用については、本業務に係る経費と自主事業に係る経費を明確に​

​区分できるもの（例：自主事業のみに要する備品費等）はそれぞれ当該事業の費用と​
​し、明確に区分できない費用のうち人件費、団体の一般管理費については本業務及び各​
​事業の規模等に応じて適切に配分して経理すること。　　​

​　　　　ただし、本業務において当然に発生する備品費、修繕費等の費用については、収支報​
​告書において経理方法を注記することを前提として、費用を配分しないこととして差し​
​支えない。​

​　（４）承認の取消について​
​　　　　自主事業の実施期間中、事業の実際の状況等から承認要件のいずれかを欠くと認めら​

​れる場合（承認すべきではない事業と認められた場合を含む。）には、承認を取消す。​
​　　　　なお、承認の取消により生じた指定管理者又は第三者の損害について札幌市は責任を​

​負わないので、指定管理者は、自主事業の実施に伴い第三者との取引等を行う場合、当​
​該第三者にその旨を十分説明するとともに、原則として当該第三者が了解したことを書​
​面により確認すること。​

​　（５）目的外使用許可について​
​　　　　設置目的の範囲を超える自主事業の場合には、札幌市公有財産規則等に基づき、行政​

​財産の目的外使用となることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行う必要があ​
​る。​

​　　　　特に、飲食・物販等の事業を行うために必要な施設の設置は行政財産の目的外使用と​
​なることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行うとともに、札幌市の定める使用​
​料を支払うこと。​

​　２　改修工事・大規模修繕について​
​　　　指定管理期間中、札幌市が行う改修工事や大規模修繕のため施設の休館を要する場合が​

​ある。改修・修繕計画については札幌市の財政状況により規模や時期が変動するため、別​
​途その都度札幌市より協議を申し入れることとするので、協力すること。​

​　３　映画等の撮影の申し出を受けた場合について​
​　　　札幌市では、フィルムコミッション事業等を通じて、映像コンテンツを活用した情報発​

​信及び撮影環境整備を促進している。撮影事業者等から、撮影に施設を利用したい旨の申​
​し出があった場合は、積極的に受け入れるとともに、必要に応じ、施設所管部局を通し​
​て、一般財団法人さっぽろ産業振興財団に助言及び支援を求めること。​
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​別紙​​１​

​自閉症者自立支援センター等管理運営業務　業務毎の届出・記録・報告事項一覧​

​・項目欄の記号は、「第４業務の内容と要求水準」の各項目に対応している。​
​・業務の全体に関する報告書類については、仕様書「​​第４－１－（10）－​​ウ」によ​

​ること。​
​・「概要等」欄の記載事項は、各記録・報告事項に含まれる必要のある内容を示​

​す。指定管理者がその他の内容を含んでも差し支えない。​
​・区分欄の「届出」は届出の必要があるもの、「報告」は毎月、毎年の業務終了後​

​に報告・提出するもの、「記録」については、適宜記録し、札幌市が求める場合​
​には閲覧できるよう、保管・整備されている必要があるものを示す。なお、届​
​出、報告の時期等については備考欄を参照すること。​

​・記録の作成については、業務実施方法と併せて合理化・集約等しても差し支えな​
​い。ただし、概要欄に記載する内容は必ず記録されること。​

​・これらのほか、業務内容に応じて関係条例等に基づく届出が必要な場合があるの​
​で留意すること。​

​・なお、届出、報告された文書等については、札幌市情報公開条例に従い公開され​
​ることがある。​

​項目​ ​事項​ ​概要等​
​区分​

​備考​
​届出​ ​報告​ ​記録​

​１　統括管理業務​
​（１）管理運営業務の基本方針​

​基本方針​ ​－​
​○​

​変更した場合変​
​更後２週間以内​
​に届出​

​（２）平等利用の確保​
​平等利用確保の​
​方針​ ​○​

​変更した場合変​
​更後２週間以内​
​に届出​

​平等利用確保に​
​向けた取組項目​
​の実施記録​

​各取組項目の実​
​施状況​ ​○​

​（３）地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進​

​ク​
​省エネルギーに​
​係る業務計画​

​○​

​業務開始時に提​
​出​
​変更した場合、​
​速やかに届出る​
​こと。​

​エネルギー等使​
​用実績集計・管​
​理票​

​札幌市環境マネ​
​ジメントシステ​
​ム運用マニュア​
​ル様式２​

​○​
​毎年５月31日ま​
​でに報告​

​温室効果ガス集​
​計表​

​札幌市環境マネ​
​ジメントシステ​
​ム運用マニュア​
​ル様式４​

​○​
​毎年５月31日ま​
​でに報告​
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​（４）管理運営組織の確立​
​ア​ ​統括責任者​ ​－​ ​○​ ​業務開始時​

​組織図​ ​業務分担、指揮​
​命令系統、緊急​
​時の連絡系統、​
​その他が一覧で​
​きるもの​

​○​

​変更した場合変​
​更後２週間以内​
​に届出​

​イ​ ​職員採用・配置​
​計画​

​組織に応じた職​
​員の採用、配置​
​計画​

​○​

​採用方法、採用​
​時期、職種、必​
​要な資格等につ​
​いて区分​
​変更した場合変​
​更後２週間以内​
​に届出​

​項目​ ​事項​ ​概要等​
​区分​

​備考​
​届出​ ​報告​ ​記録​

​イ​ ​勤務記録​ ​職員毎の勤務​
​日、勤務時間、​
​休暇日、その他​
​職員の勤務状況​
​の記録​

​○​

​職員の所属部署​
​毎に記録​

​勤務記録一覧​ ​職員毎の勤務日​
​数、休暇取得数​
​の一覧​

​○​
​月毎、部署毎に​
​集計して作成​

​ウ​ ​研修計画​ ​○​
​研修等の実施履​
​歴​

​研修の実施日、​
​内容、参加人​
​数、講師等、そ​
​の他必要な事項​

​○​

​エ​ ​労働関係法令に​
​関する届出状況​

​法令上必要な届​
​出の一覧とこれ​
​が完了した（又​
​は既に完了して​
​いる） 旨の報告​

​○​

​業務開始時及び​
​その後に届出を​
​行った場合に文​
​書により報告​

​（５）管理水準の維持向上に向けた取組​
​業務の見直し履​
​歴​

​業務の見直し方​
​法に基づき行っ​
​た見直しの経​
​過、結果​

​○​

​（６）第三者に対する委託業務等の管理​
​ア​ ​第三者に対する​

​委託業務一覧表​
​第三者に対する​
​委託業務の業務​
​名、発注日、契​
​約日、受託事業​
​者名、契約額、​
​見積書を徴収し​
​た事業者名と各​

​○​

​毎年度終了後に​
​報告​
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​見積額、履行完​
​了日、指定管理​
​者側の担当責任​
​者、その他特記​
​事項等​

​イ​ ​第三者に対する​
​委託業務履歴​

​第三者に対する​
​委託業務の指揮​
​命令系統、指定​
​管理者が行った​
​指導、指示、検​
​査、確認等の日​
​時、内容、受託​
​者から提出され​
​た報告、その他​
​の管理監督の履​
​歴​

​○​

​見積書、契約​
​書、その他委託​
​業務契約に関連​
​する文書と併せ​
​て整備・保存す​
​ること。​

​ウ​ ​協定に関連する​
​契約の相手方が​
​暴力団員又は暴​
​力団関係者であ​
​ると判明した場​
​合の報告、記録​

​協定に関連する​
​契約の相手方が​
​暴力団員又は暴​
​力団関係者であ​
​ると判明した場​
​合の対応等​

​○​ ​○​

​直ちに札幌市に​
​報告し、その指​
​示に従って、必​
​要な措置を講ず​
​ること​
​また、その対応​
​記録を作成する​
​こと​

​（７）札幌市及び関係機関との連絡調整等​
​ア​ ​協議会の記録​ ​協議会の結果概​

​要（日時、場​
​所、議題、参加​
​者、協議結果、​
​その他）​

​○​

​報告後１週間施​
​設において掲示​
​すること。​

​イ​ ​関係機関一覧表​ ​関係機関の一覧​

​○​

​少なくとも毎年​
​度一回見直し、​
​変更の場合速や​
​かに届出るこ​
​と。​

​関係機関との連​
​絡調整記録​

​連絡調整の相​
​手、日時、概要​
​等​

​○​
​事業日誌に記載​

​（８）財務​
​ア​ ​予算実行計画書​ ​札幌市に提出し​

​た収支計画及び​
​事業計画に対応​
​する月毎かつ事​
​業毎の経費の支​
​出予定​

​○​

​毎年度の管理運​
​営業務開始まで​
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​資金計画書​ ​札幌市からの指​
​定管理費、利用​
​料金収入、その​
​他本業務に充当​
​する資金の月毎​
​の調達計画を記​
​載​

​○​

​毎年度の管理運​
​営業務開始まで​
​（予算実行計画​
​書と対応させる​
​こと）​

​項目​ ​事項​ ​概要等​
​区分​ ​備考​

​届出​ ​報告​ ​記録​
​資金管理の点検​
​記録​

​指定管理者の定​
​める方法に従い​
​記録​

​○​
​監査報告等によ​
​ることも可​

​イ​ ​現金取扱規定​ ​－​ ​○​
​（９）苦情対応​

​苦情への対応手​
​続​ ​○​

​策定、変更した​
​場合２週間以内​
​に届出​

​苦情記録​ ​受付日時、申立​
​者の氏名及び連​
​絡先（可能な場​
​合）、申立の方​
​法、受付者及び​
​所属部署、苦情​
​等の対象部署、​
​苦情の内容、対​
​応の経緯と結​
​果、苦情等の内​
​容に応じた分類​

​○​

​分類は、指定管​
​理者において適​
​宜設定して差し​
​支えない​

​（10）記録・モニタリング・報告・評価​
​イ​ ​・業務、財務の​

​セルフチェック​
​・改善計画書の​
​提出​

​・業務及び財務​
​のセルフチェッ​
​クの実施とその​
​記録作成及び結​
​果報告。​
​・セルフチェッ​
​クの結果、改善​
​が必要な項目に​
​ついて、改善計​
​画書を提出。​

​○​ ​○​ ​○​

​改善計画書を提​
​出した項目につ​
​いては、一定期​
​間後に再度セル​
​フチェックを行​
​いその結果につ​
​いても報告する​
​こと​

​２　施設・設備等の維持管理に関する業務​
​（２）施設、設備等の維持に関する管理​
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​ア​ ​清掃日報​ ​・定期清掃：毎​
​日の業務にお​
​ける清掃の従​
​事者、清掃実​
​施時間及び回​
​数、特記事項​

​・対応清掃：施​
​設利用者等か​
​らの連絡又は​
​要求の受付者​
​（部署）、日​
​時、要求の場​
​所及び内容​
​等、対応時間​
​及び結果​

​・廃棄物収集処​
​理：作業の概​
​要等​

​○​

​第三者への委託​
​により実施した​
​場合、受託者作​
​成の報告に加​
​え、必要な事項​
​を記録（第三者​
​に対する委託業​
​務履歴と併せて​
​保管）すること​
​も可​
​産業廃棄物を処​
​理する場合、関​
​係法令に基づ​
​き、必要な記録​
​が行われるとと​
​もに作成された​
​帳票が保存され​
​ること​

​計画清掃記録​ ​清掃を実施した​
​日時、作業内​
​容、作業への従​
​事者、作業の結​
​果に関する特記​
​事項等​

​○​

​第三者への委託​
​により実施した​
​場合、受託者作​
​成の報告に加​
​え、必要な事項​
​を記録（第三者​
​に対する委託業​
​務履歴と併せて​
​保管）すること​
​も可​

​イ​ ​警備計画​ ​○​
​警備日報​ ​・毎日の業務に​

​おける従事​
​者、業務概要​

​・毎日の事故、​
​秩序を乱す行​
​為等への対応​
​状況（施設利​
​用者等からの​
​連絡又は要求​
​があった場合​
​はその受付​
​者、対応の日​
​時、場所、内​
​容等、対応に​
​要した時間）​

​・毎日の開館及​
​び開錠時間、​
​閉館及び施錠​
​時間、施錠時​
​間帯における​
​出入記録、そ​

​○​

​同上​
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​の他開館、閉​
​館に関する特​
​記事項​

​項目​ ​事項​ ​概要等​
​区分​

​備考​
​届出​ ​報告​ ​記録​

​ウ​ ​保守点検業務記​
​録​

​保守点検設備​
​等、実施者（第​
​三者へ委託した​
​場合は受託者​
​名）、実施日​
​時、実施内容、​
​実施結果（部品​
​交換の内容も含​
​む）、各保守点​
​検業務に要した​
​費用​

​○​ ​○​

​第三者への委託​
​により実施した​
​場合、受託者作​
​成の報告に加​
​え、必要な事項​
​を記録（第三者​
​への委託業務履​
​歴と併せて保​
​管）することも​
​可​

​エ​ ​破損、故障等の​
​概略​

​・破損、故障等​
​の連絡又は発​
​見の日時、連​
​絡（発見）者​
​の氏名​

​・実際の状況を​
​確認した日時​
​・破損、故障等​
​の概略​

​○​

​報告は遅滞なく​
​行うこと。​

​修繕業務実施記​
​録​

​・修繕の実施​
​日、実施者​
​（第三者へ委​
​託した場合は​
​受託者名）及​
​び実施内容、​
​経費​

​・使用した設計​
​図、完成図等​
​・原因その他特​
​記事項​
​※貸与する施設​

​の図面に該当​
​する部分があ​
​る場合にはこ​
​れらの図面に​
​反映させるこ​
​と​

​○​

​第三者への委託​
​により実施した​
​場合、受託者作​
​成の報告に加​
​え、必要な事項​
​を記録（第三者​
​への委託業務履​
​歴と併せて保​
​管）することも​
​可​
​使用した設計​
​図、完成図等に​
​ついては札幌市​
​に提出​

​業務情報イン​
​ポートシート​

​様式​
​○​

​建築部所定の様​
​式のもの​

​オ​ ​備品の不具合へ​
​の対応記録​

​・不具合の連絡​
​又は発見の日​
​時、連絡（発​
​見）者の氏名​

​・実際の状況を​

​○​
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​確認した日時​
​・不具合等の概​
​略と対応の結果​

​備品点検の記録​ ​点検者、点検日​
​時、点検対象、​
​点検結果（備品​
​の有無、対応）​

​○​ ​○​

​（３）防災業務​
​防災計画​ ​○​
​防災訓練及び職​
​員への研修結果​

​訓練及び研修の​
​実施日時、概​
​要、参加者数及​
​び参加者の概略​

​○​ ​○​

​毎年度の報告に​
​含めて報告​

​３　事業の計画及び実施に関する業務​
​（１）札幌市自閉症者自立支援センターに関する業務​

​業務報告書​ ​職員体制、利用​
​状況、待機者​
​数、施設の維持​
​管理等​

​○​

​別途定める「札​
​幌市自閉症者自​
​立支援センター​
​等業務報告書」​
​を毎月提出​

​（２）札幌市自閉症・発達障害支援センターに関する業務​
​業務報告書​ ​職員体制、各種​

​相談件数、相談​
​方法、研修実績​
​等​

​○​

​別途定める「札​
​幌市自閉症・発​
​達障害支援セン​
​ター等業務報告​
​書」を毎月提出​

​４　施設の利用等に関する業務​
​（１）利用承認に関する業務​

​利用件数の記録​ ​・利用件数、延​
​べ利用日数、​
​利用人数等​

​○​
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​別紙​​２​

​１　日常清掃の要求水準​

​（１）自閉症者自立支援センター等の開館日に定期的に清掃を行い、表１の状態が維持される​
​こと。​

​（２）自閉症者自立支援センター等の開館時間中、利用者その他からの連絡等に応じて、清掃​
​を行うこと。​

​（３）トイレの清掃時には、消耗品の交換を行うこと。​
​（４）揮発性有機化合物等を含むワックス、芳香剤・消臭剤等の薬剤や日用品は原則として使​

​用しないこと。​
​（５）開館前には、玄関及び室内の計画清掃業務は完了していること。​

​　表１​
​要素​ ​要求水準​ ​備考（場所等）​

​床​ ​・ゴミ、埃、綿ゴミ、紙くず、ガム等が無く、水やその他​
​の液体がこぼれていない状態であること。​

​・埃取りマットに、こびりついた埃、土、シミ等が無いこ​
​と。​

​・備品等の移動に伴うキズ等がないこと。​
​・シミ、汚れ跡がないこと。​
​・カーペットは縮み、色落ちが無く、均等な見栄えである​

​こと。​
​・研磨剤、その他のものが、通路や各室内、それぞれの端​

​や隅に残されていない状態を保つこと。​
​・研磨機による傷が付いておらず、全体が同質の光沢であ​

​ること。​

​センター内​

​壁、​
​天井​

​・埃、チリ、糸くず、落書き、クモの巣などが無い状態で​
​あること。​

​・ポスターの貼り付け、備品や機材の設置等による跡がつ​
​いていないこと。​

​センター内​

​窓、​
​ドア​

​・外部、内部のガラスの表面に拭き取り後の縞、汚れなど​
​がない状態であること。​

​・ドア枠や、レール等がきれいで、ゴミが無く、チリ、​
​砂、テープの跡やシミなどが無い状態であること。​

​センター内​

​環境​ ​・各室、通路は、片付いていること。また、非常口、非常​
​ドアの利用が妨げられていないこと。​

​・不快な臭いがしないこと。​

​センター内​
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​２　定期清掃の要求水準​

​（１）休館日に、表２に示す内容に従い清掃計画を立て、当該計画に基づいた清掃を行うこ​
​と。​

​（２）揮発性有機化合物等を含むワックス、芳香剤・消臭剤等の薬剤や日用品は原則として使​
​用しないこと。​

​（３）清掃計画については、事前に本市の承認を得ること。​

​表２​
​要素​ ​内容・水準​ ​頻度​ ​備考​

​○床​
​・タイルカーペット​
​・石材​
​・フローリング​

​洗浄​
​洗浄、ワックス塗布​
​ワックス塗布​

​年２回程度​

​○照明​
​○換気扇​
​○レンジフード​
​○空気清浄機​

​各設備の表面に埃、塵、カ​
​ビ、油汚れが無いこと。​

​年４回程度​ ​取り外しによ​
​る洗浄等を基​
​本とする​

​冷蔵庫​ ​内部に埃、塵、カビ、油汚​
​れ、水垢が無いこと。​

​月６回程度​

​３　廃棄物収集処理の要求水準​

​（１）自閉症者自立支援センター等の廃棄物により、施設の利用環境、近隣住民の生活環境が​
​悪化しないこと。​

​（２）表３に示す内容に従い廃棄物を収集、保管・管理、処理すること。​
​（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律、札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例及び同​

​条例施行規則、その他の関係法令を遵守すること。​

​表３​
​要素​ ​水準​ ​備考​

​○事業系一​
​般廃棄物​

​・紙くず、ビン、缶、ペットボトル、生ゴミ等​
​の事業系一般廃棄物は、分別・収集し、所定​
​のごみ集積場に運搬・集積し、札幌市指定の​
​方法により処理すること。​

​・収集したゴミを集積場所に保管する際に​
​は、分別整理、整頓がされていること。​

​・集積場所は、ゴミの散乱、悪臭の発生、ね​
​ずみや病害虫の発生が無いこと。​
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​別紙​​３​

​警備業務の標準​

​１　施設内の秩序維持​
​（１）館内の巡視により以下の対応等を行うこと。​
​　　・不審者の侵入、利用者への迷惑行為その他の不審な行動、不審物の放置など、自閉症者​

​自立支援センター等の秩序をみだす行為等を未然に防止すること。また、当該行為等が​
​あった場合には適切な対応を行うこと。​

​　　・放置物の除去等により避難誘導動線を確保すること。​
​　　・各室の施錠を確認すること。​
​　　・節電の観点から不要な電灯は消灯すること。​
​　　・火器を使用する箇所の火の元及び器具のスイッチ等を確認し、消し忘れを防止するこ​

​と。​
​（２）急病、事故、災害発生時、トイレ非常呼出、防災・防炎扉の非常作動など各種警報装置​

​の作動があった場合に、適切な対応をすること。​
​（３）ア、イに関して、利用者、職員その他からの通報があった場合には、３分以内に現場に​

​急行すること。​

​２　開館、閉館及び出入りの管理​
​（１）表１に示すとおり出入口が開錠、施錠され、これらについて確認が行われていること。​
​（２）開館及び開錠時間、閉館及び施錠時間について、利用者に必要な案内が行われているこ​

​と。​
​（３）表１の開錠、施錠時間については、札幌市との協議のもと、利用者の利便性には特に配​

​慮した対応をすること。​
​　　　また、事業等の必要性に応じて、利用者及び職員の入出館が確保されること。​
​　　　施錠時間帯の入出館者、時間、その他について記録されること。​
​（４）鍵は複製しないこと。また、鍵の紛失が防止される管理方法が明確化され、徹底される​

​こと。​

​　　表１​
​場所​ ​開錠時間​ ​施錠時間​ ​備　　考​

​正面玄関​ ​７：００​ ​２１：００​
​職員用玄関​ ​－​ ​－​ ​常に施錠。必要に応じ開閉すること。​
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​別紙​​４​

​保守点検業務の標準​

​１　業務の項目​
​　　保守点検業務においては、施設等の内容に応じて、以下の点検等を行うこと。​
​（１）日常点検​
​　　ア　外観等の目視点検​
​　　イ　作動状況の点検​
​　　ウ　安全性の確認ほか​
​（２）定期点検​
​　　ア　法令上の点検、検査、調整及び分解整備​
​　　イ　自主的な専門事業者による点検、検査、調整及び分解整備​
​（３）小規模な修理​
​　　ア　消耗品及び消耗部品の交換​
​　　イ　軽微な危機の調整​
​　　ウ　補修ほか​

​２　業務の標準​
​　　下表に記載する内容を標準とすること。​

​表１​
​階​ ​場所等​ ​名称​ ​主な業務内容​ ​備考​
​-​ ​-​ ​消防用設​

​備点検​
​消防法第17条３の３に基づく定期点検を行​
​う​
​（機器点検：６ヶ月に１回、総合点検：１​
​年に１回）​

​-​ ​-​ ​自家用電​
​気工作物​
​点検​

​電気事業法第42条に基づく保安規定を遵守​
​し点検を行う　（月次点検、年次点検）​

​-​ ​-​ ​ボイラー​
​保守点検​

​ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく点​
​検を行う（月次点検、年次点検）​
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札幌市自閉症者自立支援センター等備付物件一覧 別表１

品     名 数量 品     名 数量
1 イス①　(丸イス） 1 1 49
2 イス②　(相談会議室用） 4 書庫⑥　(スチール引戸、幅 900) 6 50
3 イス③　(肘掛付きイス） 30 除雪機 1 51
4 イス④　(ﾕﾆｯﾄ・ﾃﾞｲ食堂用） 2 食器棚 1 52
5 イス⑤　(休憩・交流室用） 16 スタッキングチェア用台車 5 53
6 移動式書庫①　(棚幅315） 1 寸胴鍋①　(21リットル） 1 54
7 移動式書庫②　(棚幅465） 1 寸胴鍋②　(46リットル） 1 55
8 移動式書庫③　(棚幅615） 2 センターテーブル 2 56
9 移動式書庫④　(レール） 1 台車①　(500㎏） 1 57

10 移動式書庫⑤　(床固定台) 1 台車②　(300kg) 2 58
11 イルリガートル台 1 体重計 1 59
12 インサイドワゴン 19 卓上小型全自動高圧蒸気滅菌器 1 60
13 上皿自動ハカリ 1 卓上野菜調理器 1 61
14 汚物除去機 1 棚 7 62
15 回診車(処置カート） 1 担架 1 63
16 角カスト 1 机①　(両袖） 4 64
17 傘立て 2 机②　(片袖） 6 65
18 カスト 1 ディスプレイラック 1 66
19 器械戸棚 1 テーブル③　(幅1200） 1 67
20 救急用人工蘇生器 1 テーブル④　(休憩交流室用） 4 68
21 業務用乾燥機 1 電子レンジ 5 69
22 業務用洗濯機 1 時計 1 70
23 業務用電子レンジ 1 トランポリン 1 71
24 金庫 2 配膳車 5 72
25 草刈機①　(電動ロータリー式） 1 背面クローズ 7 73
26 草刈機②　(エンジン式） 1 半寸胴鍋 1 74
27 靴箱 3 パンフレットスタンド 1 75
28 車イス 1 ブラインド①　(ﾃﾞｲ・訓練室用） 2 76
29 軽量ラック 4 ブラインド②　(事務室） 1 77
30 検査用具①　(PEP-R) 1 ブラインド③　(ﾕﾆｯﾄ指導員室） 3 78
31 検査用具②　(WAIS-R) 1 ブラインド④　(ﾕﾆｯﾄ仮眠室） 3 79
32 検査用具③　(WISC-Ⅲ） 1 ブラインド⑤　(更衣室） 3 80
33 検査用具④　 1 ブラインド⑥　(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室） 2 81
34 検査用具⑤　 1 ブラインド⑦　(清掃員控室） 1 82
35 講演台 1 ブラインド⑧　(ﾃﾞｲ・訓練室） 2 83
36 コートハンガー 2 ベッド①　(補強あり） 19 84
37 小型吸引器 1 ベッド③　(医療用ベッド） 2 85
38 ゴミ入れ 3 ホットプレート 1 86
39 作業台 9 マット 4 87
40 ザルカート 2 マットレス 2 88
41 シェルフ①　(棚幅610） 2 ﾐｨｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ①　(3人掛け） 57 89
42 シェルフ②　(棚幅460） 2 ﾐｨｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ②　(天板幅2000） 1 90
43 床頭台 2 ﾐｨｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ④　(ｴﾝﾄﾞ脚） 2 91
44 書架 6 ミシン 1 92
45 書庫①　(両開き扉） 8 冷蔵庫②　(ユニット用） 4 93
46 書庫②　(引き出し） 8 ロールスクリーン 2 94
47 書庫③　(ガラス引戸、幅1800） 1 ロッカー①　(4連式） 19 95
48 書庫④　(ガラス引戸、幅 900） 9 ロッカー②　(3連式） 3 96

書庫⑤　(スチール引戸、幅1800）

(田中ビネー全訂正版）
(新版K式検査）
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札幌市自閉症者自立支援センター等備付物件一覧

品     名 数量 品     名 数量
97 ワイアレスマイク 1 
98 検食用冷蔵庫 1 
99 業務用冷蔵庫 1 

100 還流ボイラー 1 
101 電話交換機本体 1 
102 多機能電話機 25 
103 PHS 15 
104 PHSアンテナ 12 
105 発電機 2 
106 業務用冷凍庫（両開） 1 
107 ガスヒートポンプエアコン室外機 1 
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指定管理施設鍵貸出一覧（ゆい・おがる） 【別表２】

階 場　所 鍵番号 数量 備考

1 マスターキー MARF1447 3

1 1Fスタッフ用 URD9G3GLGP 205

2 2F療育指導室1・相談室 D55CP5ENNP 14

2 2Fスタッフ用 URD9G3HVBP 22

1・2
作業棟

1・2Fスタッフ共用 6

1 厨房関係 URD9G2GLGP 26

1・2 設備関係 URD9G2HVBP 18

1 ユニット出入口等マスター MAWE1419 8

1 ユニット出入口等 336353-110001 82

1 1号館・居室1 336353-111001 3

1 1号館・居室2 336353-111002 3

1 1号館・居室3 336353-111003 3

1 1号館・居室4 336353-111004 4

1 1号館・居室5 336353-111005 3

1 1号館・居室6 336353-111006 3

1 1号館・行動改善室 336353-111007 3

1 2号館・居室1 336353-111008 3

1 2号館・居室2 336353-111009 3

1 2号館・居室3 336353-111010 3

1 2号館・居室4 336353-111011 2

1 2号館・居室5 336353-111012 2

1 2号館・居室6 336353-111013 3

1 3号館・居室1 336353-111014 3

1 3号館・居室2 336353-111015 3

1 3号館・居室3 336353-111016 2

URD9G3R
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1 3号館・居室4 336353-111033 2

1 3号館・居室5 336353-111018 2

1 3号館・居室6 336353-111019 2

1 3号館・居室7 336353-111020 3

1 3号館・居室8 336353-111021 3

1 4号館・居室1 336353-111022 3

1 4号館・居室2 336353-111023 2

1 4号館・居室3 336353-111025 3

1 4号館・居室4 336353-111024 3

1 4号館・行動改善室 336353-111026 3

1 5号館・居室1 336353-111027 3

1 5号館・居室2 336353-111028 5

1 5号館・居室3 336353-111029 3

1 5号館・居室4 336353-111030 3

1 5号館・居室5 336353-111031 3

1 5号館・居室6 336353-111032 3

1 6号館・居室1 336353-111017 2

1 6号館・居室2 336353-111034 3

1 6号館・居室3 336353-111035 2

1 6号館・居室4 336353-111036 3

1 6号館・居室5 336353-111037 2

1 6号館・居室6 336353-111038 3

1 清掃員控室 URD9G2HJBP 15

1・2 倉庫関係 D59CP1BVBP 11

1 施設長室 D59CP1HGHP 5

1 1～6号館キッチン 9413C7VJNP 14

1 ユニット洗面室等カマ錠 8656C5WJNP 41
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1 建具面付ガラリ 367 77

1 引込戸ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ 663

1 指導員室・事務室（受付ｶﾞﾗｽ戸） 6

2 療育指導室1（受付ｶﾞﾗｽ戸） 4

1 造り付家具 802 244

1・2 造り付家具 2

1・2 流し台・吊戸棚 2683 146

1・2 木製内窓（HORI） 18

1・2 木製内窓（LAMP） 172 52

共通 網戸 93

2 吹抜回転窓 2

共通 外部サッシ（TOSTEM） A 35

共通 外部サッシ（NAKANISHI） 3226 56

共通 外部サッシ（TOSTEM） TB31 88

作業棟 樹脂製内窓 2M43 41

作業棟 樹脂製内窓 5

洗面台 2

ペーパータオルホルダー 410 6

トイレブース非常用 21

1 玄関自動ドア P401 2

1 廊下吹抜排煙窓 4

2 会議室稼働間仕切 S100 4

共通 天井点検口 J204 111

共通 床点検口 600×600 224 62

共通 床点検口 900×450 K706 6

2 機械室煙突 1

屋外 館名板 TS7001 2

801

121

121

801

-

113

113

200

801

-

030

-

32



 

エレベータードア開閉キー 3

エレベータードア運転キー F532B 2

非常用発電機 HL-60 1

キュービクル 1

分電盤 2

火災通報装置 T106 4

電気錠制御盤 500 4

自動制御盤 2

中央監視盤 252 2

中央監視盤 CH751 2

中央監視盤 1201 4

冷温水発生器 2

散水栓 4

水道メーター 2

給水ポンプ制御盤 2

次亜塩素生成装置 2

受水槽№１ 152 3

受水槽№２ 325 3

厨房機器 2

マイクロコージェネ 2

作業棟 作業館個室1 8211C6HEHP 2

作業棟 作業館個室2 8240C0JEAP 4

URD9G3R

0061

200

200

200

-

0061

030

200

200

200
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